
次回補正に向けた記載方針について

1

＜記載の基本方針＞
廃棄物埋設施設が有する全ての設備について申請書に記載するとともに、現行制度に合

わせた書き方に適正化する。また、1号廃棄物埋設地と2号又は3号廃棄物埋設地で異なる記
載がある場合で、補足する程度で記載できるものについてはまとめ記載することとする。

今後の記載方針

添付書類三 添付書類六 添付書類七

１号

ニ地震、ホ社会環境、へ津波、ト 火山
（共通的に記載）最新情報

ロ地盤、地質
（個別に記載）既許可から一部見直し

イ 気象、ハ 水理
（個別に記載）既許可から変更なし

イ 放射線管理、ロ 放射性廃棄物管理、
二 線量評価
（共通的に記載）事業全体

ハ 廃棄物埋設
（個別に記載）廃棄体特性等

イ 基本的考え方
（共通的に記載）事業全体

ロ 異常時評価
（個別に記載）評価結果は既許可から変更
なし

２号

ニ地震、ホ社会環境、へ津波、ト 火山
1号廃棄物埋設施設に同じ

ロ地盤、地質
（個別に記載）既許可から一部見直し

イ 気象、ハ 水理
（個別に記載）既許可から変更なし

イ 放射線管理、ロ 放射性廃棄物管理、
二 線量評価
1号廃棄物埋設施設に同じ

ハ 廃棄物埋設
（個別に記載）廃棄体特性等

イ 基本的考え方
1号廃棄物埋設施設に同じ

ロ 異常時評価
（個別に記載）評価結果は既許可から変更
なし

３号

ニ地震、ホ社会環境、へ津波、ト 火山
1号廃棄物埋設施設に同じ

ロ地盤、地質
（個別に記載）

イ 気象、ハ 水理
（個別に記載）

イ 放射線管理、ロ 放射性廃棄物管理、
二 線量評価
1号廃棄物埋設施設に同じ

ハ 廃棄物埋設
（個別に記載）廃棄体特性等

イ 基本的考え方
1号廃棄物埋設施設に同じ

ロ 異常時評価
（個別に記載）
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